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有しない株式 100 株を控除した議決権数 574,427 個を基準に計算しております。 

    ２．上記の割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

    ３．平成 28 年９月 13 日付で当該株主より提出された大量保有報告書（変更報告書）（報告義

務発生日 平成 28 年９月６日）により、現時点での保有株式数は 14,420,700 株、総株主の

議決権の数に対する割合については、25.10%と認識しております。 

 

４．今後の見通し 

 本件は大量保有報告書に係る変更報告書に基づくものであり、直ちに当社の業績に影響を与えるも

のではありません。 
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